
                      

 
 

令和 ７年 ４月 １日 

  徳島河川国道事務所 

徳島河川国道事務所管内の出張所において、令和７年４月１日より組織統合

がありますのでお知らせ致します。 
 
●組織統合の概要 
 吉野川鴨島出張所→吉野川下流出張所 
 吉野川上板出張所→吉野川下流出張所（上板分室） 
 
 吉野川貞光出張所→吉野川上流出張所 
 吉野川美馬出張所→吉野川上流出張所（美馬分室） 
 
 ※所在地に変更はありません。 
 ※吉野川上板出張所及び吉野川美馬出張所については、 

吉野川下流出張所（上板分室）・吉野川上流出張所（美馬分室）として、 
引き続き来庁者を受け入れる体制となっております。 

 
 ●統合後の河川管理区間の変更について 
  別添「管理区間変更図」のとおり 

徳島河川国道事務所管内 出張所統合のおしらせ 

問い合わせ先 

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 TEL：088-654-2211（代表） 

    総務課長      （全般的なこと） 

河川管理課長    （河川管理関連） 

河川占用調整課長  （許認可、占用関連） 



 
 

 

 
 
 

 

 

管理区間変更図 

【変更後】令和 7 年 4 月 1 日以降 

【変更前】令和 7 年 3 月 31 日まで 


